
変更点 ： 整備対象が立川市道等の「寄附」、「無償使用の承諾」のみとなります。

私　道  私　道

寄　附
無償使用の

承諾
寄　附

無償使用の
承諾

【市】測量等 【市】測量等

【市】維持管理・補修

令和６年１０月１日から

立川市道等

舗　装　承　諾

【市】整備（舗装等）

市道の区域変更

【市】維持管理・補修

令和６年９月３０日まで

立川市道等

 舗　装　承　諾

【市】整備（舗装等）

市道の区域変更

令和６年１０月１日より

立川市細街路拡幅整備要綱が変わります

（問い合わせ先）

立川市 基盤整備部 道路課 保全係

電話 042-523-2111 （内線）2387、2407


